
事業区

分 

みなし仕入れ率 該当する事業 

 もらった消費税額（10 割）から 

引ける割合 と（負担の割合） 

 

第一種 9 割（1 割） 卸売業 

第二種 8 割（2 割） 小売業 

第三種 7 割（3 割） 建設業、農業、製造

業等 

第四種 6 割（4 割） 飲食店業等 

第五種 5 割（5 割） 運輸通信業、金融業

等 

第六種 4 割（6 割） 不動産業 

 

 

※国税庁簡易課税制度の事業区分を参考に作成 


